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☎ ふるさと文化の館　７２－２１２０

❖❖❖❖❖❖　ふるさと文化の館情報　❖❖❖❖❖❖

＊＊＊ 美術館  ＊＊＊ ＊＊＊ 郷土史料館  ＊＊＊
小野町美術展（後期）

会　　期　11月20日(土)から28日(日）まで
　　　　　午前９時から午後５時まで
休 館 日　11月22日(月)
入 場 料　無料

　小野町美術展は町民の皆さんの作品を展示する美術
展で、今年で30年目を迎えます。
　後期は、絵画・押し花・タペストリー・写真・ポー
セラーツ・彫型画の作品を展示します。どの部門も力
作ぞろいです。
　皆さんでお誘い合わせのうえお出掛けください。

小野町の土偶が展示されています
　
　福島県文化財センター白河館（まほろん）
では、「ふくしま里帰り展　ふくしまの土偶」
と題した企画展を開いています。これは、
福島県内で出土した土偶が一堂に集まった
貴重な展示です。
　小野町の遺跡では、矢大臣遺跡から５点・
こまちダム遺跡から２点の土偶が出品されて
います。まほろんでの展示終了後には福島県
立博物館に移動して展示される予定です。
　福島の歴史に触れにお出掛けください。

展示期間
福島県文化財センター白河館
　９月25日（土）から11月28日（日）まで
福島県立博物館
　12月７日(火)から平成23年１月30日(日）まで
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和紙ちぎり絵展を開催しました
　「和紙ちぎり絵展―四季の彩りー」９月25日から10月
11日まで開かれました。
　会場には四季折々の風景を表現した作品や小物など
約150点が並び、来館者の目を楽しませていました。
　会期中に開催されたワークショップでは、参加者た
ちがミニ色紙作りにチャレンジし、講師の説明に耳を
傾けながら作品を仕上げま
した。
　訪れた人たちは、和紙の
柔らかく温かな作品に触
れ、ゆったりとした時間を
過ごしていました。
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ワークショップの様子


